
世羅町合併20周年記念提案型事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、世羅町合併20周年記念事業の提案型事業として、自主的に企画

及び運営をする事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、

世羅町補助金交付規則（平成16年世羅町規則第39号）に規定するもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助の対象となる団体は、（以下「補助対象団体」という。）は、世羅町住

民自治組織台帳に登載された各地区自治センターエリアを単位とする住民自治組織

（大組織）、又は、次に掲げる全てに該当する団体とする。 

(１) ５人以上の構成員を有し、代表者及び主たる構成員が世羅町民である団体 

(２) 世羅町内で活動している団体 

(３) 政治活動、宗教的活動を主たる目的としない団体 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象団体の補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

(１) 世羅町合併20周年を記念し実施する事業 

(２) 既存事業の場合は、新たな創意工夫を取り入れた事業 

(３) 町内外の者が広く参加することができる事業 

(４) 補助対象団体が自主的に企画及び運営をする事業 

(５) 令和７年３月31日までに完了する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象から除くも

のとする。 

(１) 法令又は公序良俗に反する事業 

(２) 政治、宗教又は思想的活動を目的とする事業 

(３) 特定の個人、団体等の営利又は宣伝のみを目的とする事業 

(４) 反社会的な活動を行う団体と関係がある事業 

(５) 前各号に掲げるほか、町長が不適切と認める事業 

（補助対象経費） 



第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に規定

する補助対象事業に要する経費から、次の経費を除いたものとする。 

(１) 食糧費 

(２) 補助対象団体構成員の日当等の人件費 

(３) 備品購入費 

(４) 交際費、慶弔費 

(５) 前各号に掲げるほか、町長が不適切と認めるもの 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は補助対象経費とし、その限度額は20万円とする。 

２ 補助金の交付の回数は、同一団体に対し１回とする。 

３ 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、交付申請書（様式第１号）

により申請するものとし、その提出期限は、町長が別に定めるものとする。 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を

審査し、補助金交付を適当と認めたときは交付決定通知書（様式第２号）により、

不適当と認めたときは不交付決定通知書（様式第３号）により申請団体に通知する

ものとする。 

（補助金の変更及び中止） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた補助対象団体は、補助対象事業内容の変更によ

り補助金の額に変更を及ぼすとき又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとす

るときは、変更申請書（様式第４号）又は中止（廃止）承認申請書（様式第５号）

により、あらかじめ町長に申請し承認を受けなければならない。 

（補助金の実績報告） 

第９条 補助対象団体は、当該年度における補助対象活動の事業が完了したときは、

事業完了後30日以内又は令和７年３月31日のいずれか早い日までに、実績報告書

（様式第６号）により町長に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該書類を審査し、補



助金の額を確定し、確定通知書（様式第７号）により、補助対象団体に通知しなけ

ればならない。 

（補助金の交付請求） 

第11条 補助対象団体が補助金の交付を請求するときは、前条に規定する補助金の額

の確定後に交付請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するため必要があるときは、第

８条の規定により交付決定した額以内において、補助金を概算払することができる。 

３ 補助対象団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助

金の交付決定後に交付請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

４ 概算払により交付した補助金の額と補助金の変更等の額とに過不足を生じたとき

は、速やかにこれを精算するものとする。 

（補助金交付決定の取消等） 

第12条 町長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること

ができる。 

(１) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

(２) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき。 

(３) その他法令等に違反する等、補助することが不適当と認められる事実があっ

たとき。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


